
平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在

番 発 注 者

指名停止業者名 所  在  地 指 名 停 止 の 理 由 又は 発生場所 要領適用条項

号 自 至 (月数) 発注機関

110 東和科学株式会社
名古屋事務所

名古屋市中村区
名駅5-3-8

19.3.20 19.7.19 ４か月 人吉球磨広域行政組合が発注した汚
泥再処理センター設計業務委託の入札
において競売入札妨害があったとし
て、熊本県警は平成19年１月25日に東
和科学㈱の元九州支店長を逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有

する東和科学㈱名古屋事務所に対して
指名停止を行った。

人吉球磨
広域行政組合

熊本県 要領第4条第1項
(別表第3-3)

109 大日本コンサルタント株式会社
中部支社

名古屋市西区
菊井2-19-11

19.3.20 19.7.19 ４か月 京都府与謝野町(旧加悦町)が発注し
た町道明石香河線構造物詳細設計業務
委託の入札において競売入札妨害が
あったとして、京都府警は平成１９年
２月２２日に大日本コンサルタント㈱
の京都営業所長を逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有

する大日本コンサルタント㈱中部支社
に対して指名停止を行った。

京都府
与謝野町

京都府
与謝野町

要領第4条第1項
(別表第3-3)

108 日本コムシス株式会社
東海支店

名古屋市中区
栄2-10-1

19.3.20 19.7.19 ４か月 金沢地方検察庁は、石川県羽咋郡志賀
町が発注した(仮称)志賀町立統合中学
校体育館建設工事(電気)の入札におい
て、日本コムシス㈱始め９社の使用人
ら９名を平成19年２月７日に競売入札
妨害(談合)罪で略式起訴した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る日本コムシス㈱東海支店に対して指
名停止を行った。

石川県羽咋郡
志賀町

石川県羽咋郡
志賀町

要領第4条第1項
(別表第3-3)

107 株式会社熊谷組
名古屋支店

名古屋市中区
栄4-3-26

19.3.14 19.9.13 ６か月 新潟市が発注した下水道推進工事及
び建築工事において、独占禁止法第３
条違反があったとして平成16年７月28
日に排除勧告を、同年９月17日に審判
開始決定を受けていた㈱熊谷組から、
同意審決を受けたい旨の申し出があ
り、これに対し公正取引委員会は平成
19年２月14日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱熊谷組名古屋支店に対して指名
停止を行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

指名停止の期間
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90 石川島播磨重工業株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅3-28-12

19.3.14 19.8.13 5か月 国土交通省が発注する水門設備工事
の入札において、独占禁止法違反が
あったとして、平成19年３月８日に公
正取引委員会は石川島播磨重工業㈱始
め17社に対して排除措置命令又は課徴
金納付命令を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る石川島播磨重工業㈱始め16社に対し
て指名停止を行った。

国土交通省､
独立行政法人水資源機構

及び農林水産省

全国 要領第4条第1項
(別表第3-1)

91 株式会社栗本鐵工所
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅南1-27-2

同上 19.8.27 5.5か月 同上 同上 同上 同上

92 川崎重工業株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅1-1-4

同上 19.7.27 4.5か月 同上 同上 同上 同上

93 日立造船株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅4-8-10

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

94 豊国工業株式会社
中部支店

名古屋市西区
菊井2-20-19

同上 19.9.13 6か月 同上 同上 同上 同上

95 三井造船株式会社 東京都中央区
築地5-6-4

同上 19.10.13 7か月 同上 同上 同上 同上

96 西田鉄工株式会社
静岡営業所

静岡市駿河区
中田2-1-9

同上 19.9.13 6か月 同上 同上 同上 同上

97 ＪＦＥエンジニアリング株式会社
名古屋支社

名古屋市中村区
名駅3-28-12

同上 19.7.27 4.5か月 同上 同上 同上 同上

98 佐藤鉄工株式会社
名古屋営業所

名古屋市中区
錦3-2-7

同上 19.9.13 6か月 同上 同上 同上 同上

99 株式会社丸島アクアシステム
名古屋営業所

名古屋市中区
葵1-27-31

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

100 住友重機械工業株式会社
中部支社

名古屋市東区
東桜1-10-24

同上 19.10.13 7か月 同上 同上 同上 同上

101 飯田鉄工株式会社
名古屋営業所

名古屋市中区
新栄1-12-24

同上 19.9.13 6か月 同上 同上 同上 同上

102 日本自動機工株式会社 さいたま市浦和区
岸町7-1-7

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

103 日東河川工業株式会社
東海営業所

三重県津市
広明町366

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

104 佐世保重工業株式会社
名古屋営業所

名古屋市中区
錦1-17-13

同上 19.10.13 7か月 同上 同上 同上 同上

105 日本車輌製造株式会社
鉄構本部名古屋営業部

名古屋市熱田区
三本松町1-1

同上 19.9.13 6か月 同上 同上 同上 同上

106 株式会社ミゾタ
名古屋営業所

名古屋市昭和区
広見町3-38

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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89 株式会社鵜飼組 名古屋市中区
新栄1-49-28

19.3.6 19.5.5 ２か月 ㈱鵜飼組が、平成14年７月31日及び
平成16年７月31日を審査基準日とする
経営事項審査申請書において、虚偽の
内容を記載した財務諸表に基づき得た
経営事項審査結果通知書及び経営規模
等評価通知書 総合評定値通知書を公
共工事の発注者に提出した。
このことが建設業法第28条第１項第

２号に該当するとして、愛知県知事は
平成19年２月27日に同社に対して同条
第３項の規定に基づき、22日間の営業
停止処分を行った。
また、本県への入札参加資格審査申

請（建設工事）においても、上記結果
通知書を添付書類として提出したこと
が判明している。
このことは、不正又は不誠実な行為

にあたり、工事の契約の相手方として
不適当であると判断し、同社に対して
指名停止を行った。

　― 名古屋市内 要領第4条第1項
(別表第3-7)

88 ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市
新貝２５００

19.3.6 19.4.5 １か月 静岡・福岡両県警合同捜査本部は平
成19年２月23日、ヤマハ発動機㈱が経
済産業大臣の許可を取らずに軍事転用
可能な産業用無人ヘリを輸出しようと
した外国為替法違反容疑で、同社スカ
イ事業部長ら３人を逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有

するヤマハ発動機㈱に対して指名停止
を行った。

　― 静岡県
磐田市内

要領第4条第1項
(別表第3-7)

83 株式会社大林組
名古屋支店

名古屋市東区
東桜1-10-1

19.3.6 19.11.5 ８か月 名古屋市交通局発注の高速度鉄道第
６号線野並・徳重間延伸事業に係る土
木工事の入札で談合していたとして、
公正取引委員会は平成19年２月28日、
㈱大林組始め５社を独占禁止法違反
（不当な取引制限）の疑いで名古屋地
方検察庁に告発した。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱大林組名古屋支店始め５社に対
して指名停止を行った。

名古屋市 名古屋市内 要領第4条第1項
(別表第3-1)

84 鹿島建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-3-7

同上 19.10.5 ７か月 同上 同上 同上 同上

85 清水建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-3-4

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

86 前田建設工業株式会社
中部支店

名古屋市中区
栄5-25-25

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

87 株式会社奥村組
名古屋支店

名古屋市中村区
竹橋町29-8

同上 19.9.5 ６か月 同上 同上 同上 同上

82 株式会社石垣
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅3-14-16

19.3.6 19.7.5 ４か月 東京都が発注した下水道ポンプ設備
工事において、独占禁止法第３条違反
があったとして平成16年３月30日に排
除勧告を、同年５月12日に審判開始決
定を受けていた㈱石垣から、同意審決
を受けたい旨の申し出があり、これに
対し公正取引委員会は平成19年２月７
日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱石垣名古屋支店に対して指名停
止を行った。

東京都 東京都内 要領第4条第1項
(別表第3-1)

81 豊橋建設工業株式会社 豊橋市
大国町９８

19.2.14 19.5.13 ３か月 東三河建設事務所発注の「道路改良
工事（臨交）」において、被害者（20
歳及び22歳男性）が当該工事現場内仮
歩道を自転車で通過する際、水路に転
落し、中傷及び軽傷を負ったものであ
る。
本事故は、平成19年２月８日開催の

愛知県建設部建設工事事故調査委員会
において、著しく安全管理義務を怠っ
たものと判断されたことから、豊橋建
設工業㈱について指名停止を行った。

愛知県
東三河建設事務所

豊橋市地内 要領第4条第1項
(別表第1-5)

80 松尾建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
丸の内3-18-30

19.2.14 19.6.13 ４か月 佐賀県佐賀土木事務所が発注した諸
富港港湾整備工事の入札において、競
売入札妨害（談合）があったとして、
平成19年１月17日、松尾建設㈱の元佐
賀支店副支店長及び同支店元営業課長
代理が同容疑により佐賀地検に起訴さ
れた。
このため、本県の入札参加資格を有

する松尾建設㈱名古屋支店に対して指
名停止を行った。

佐賀県
佐賀土木事務所

佐賀県
佐賀市内

要領第4条第1項
(別表第3-3)



平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在

番 発 注 者

指名停止業者名 所  在  地 指 名 停 止 の 理 由 又は 発生場所 要領適用条項

号 自 至 (月数) 発注機関

指名停止の期間

79 玉野総合コンサルタント株式会社 名古屋市中村区
竹橋町４－５

19.2.14 19.2.27 ２週間 知多建設事務所発注の「道路改築工
事の内設計及び測量業務」において、
標高の測定のために標尺を持ち車道中
央に立っていた作業員（64歳男性）が
背後から走行してきた普通乗用車にひ
かれ、中傷を負ったものである。
本事故は、平成19年２月８日開催の

愛知県建設部建設工事事故調査委員会
において、安全管理の措置に不適切な
面があったと判断されたことから、玉
野総合コンサルタント㈱について指名
停止を行った。

愛知県
知多建設事務所

武豊町地内 要領第4条第1項
(別表第1-7)

78 暁飯島工業株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
丸の内2-1-37

19.2.14 19.4.13 ２か月 暁飯島工業㈱の元代表取締役は、法
人税を免れようと企て、虚偽の法人税
確定申告書を提出し、正規の法人税額
と申告税額との差額を免れたとして、
懲役１年６月の判決を受け、平成18年
12月19日に刑が確定した。
このため、本県の入札参加資格を有

する暁飯島工業㈱名古屋支店に対して
指名停止を行った。

　― 茨城県
水戸市

要領第4条第1項
(別表第3-7)

77 株式会社竹中土木
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-18-22

19.2.14 19.6.13 ４か月 公正取引委員会は平成16年４月16
日、大阪市水道局が発注した配水設備
修繕工事に関し、独占禁止法第３条の
規定に違反する行為があったとして、
㈱竹中土木と東海工業㈱に対し排除勧
告を行ったが、応諾を拒否したため、
同年５月25日の審判開始決定を受け、
以後、審判手続きを経て、平成19年１
月30日に審判審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱竹中土木名古屋支店に対して指
名停止を行った。

大阪市
水道局

大阪府
大阪市

要領第4条第1項
(別表第3-1)

76 株式会社エイディーグリーン 豊田市
高岡本町秋葉129

19.1.30 19.3.29 ２か月 アイシン精機㈱が発注した木瀬造成
工事等において、㈱エイディーグリー
ンが配置した技術者は、建設業法第15
条第2号に規定する営業所の専任技術者
であったが、同工事の技術者として業
務に当たり、営業所の専任技術者とし
て営業所に常勤していなかった。この
ことが建設業法第28条第1項本文に該当
するとして、愛知県知事は平成19年1月
23日に同社に対し指示処分を行った。
したがって、同社が建設業法違反に

より指示処分を受けたことについて、
工事の契約の相手方として不適当であ
ると判断し指名停止を行った。

　― 豊田市内 要領第4条第1項
(別表第3-6）

75 石川島播磨重工業株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅3-28-12

19.1.23 19.6.22 ５か月 東京都が発注した下水道ポンプ設備
工事において、独占禁止法第３条違反
があったとして平成16年３月30日に排
除勧告を、同年５月12日に審判開始決
定を受けていた石川島播磨重工業(株)
から、同意審決を受けたい旨の申し出
があり、これに対し公正取引委員会は
平成19年１月16日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有

する石川島播磨重工業㈱中部支社に対
して指名停止を行った。

東京都 東京都内 要領第4条第1項
(別表第3-1)

74 株式会社熊谷組
名古屋支店

名古屋市中区
栄4-3-26

19.1.11 19.9.10 ８か月 和歌山県が発注した下水道工事にお
いて、競売入札妨害（談合）があった
として、平成18年12月27日に、㈱熊谷
組関西支店次長が同罪により大阪地検
特捜部に在宅起訴された。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱熊谷組名古屋支店に対して指名
停止を行った。

和歌山県 和歌山県
和歌山市

要領第4条第1項
(別表第3-3)



平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在

番 発 注 者

指名停止業者名 所  在  地 指 名 停 止 の 理 由 又は 発生場所 要領適用条項

号 自 至 (月数) 発注機関

指名停止の期間

73 株式会社オービス
名古屋営業所

名古屋市北区
志賀本通1-38

19.1.11 19.4.10 ３か月 東京都府中市が発注した府中市立府
中第三中学校校舎改築に伴う仮設公舎
借上げの一次下請けとして請け負った
工事において、㈱オービスは電気工事
業の許可を有していないにもかかわら
ず、電気工事に係る請負契約を締結
し、主任技術者を配置しなかった。ま
た、同工事において、他の建設業者に
一括して工事を請け負わせた。これら
のことが建設業法第26条第１項及び第
22条第１項に違反し、同法第28条第１
項第２号及び第４号に該当するとして
中国地方整備局から平成18年12月25日
に営業停止命令を受けた。
したがって、同社が建設業法違反に

より監督処分を受けたことについて、
工事の契約の相手方として不適当であ
ると判断し指名停止を行った。

東京都
府中市

東京都
府中市内

要領第4条第1項
(別表第3-5)

72 清水建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-3-7

19.1.11 19.3.10 ２か月 横浜簡易裁判所は平成18年12月19
日、電源開発磯子火力発電所におい
て、本館建設基礎工事に伴う汚水（強
アルカリ性）を横浜港に排出させたと
して、清水建設㈱の工務主任に対し、
水質汚濁防止法違反により罰金30万円
の略式命令を行った。
このため、本県の入札参加資格を有

する清水建設㈱名古屋支店に対して指
名停止を行った。

　― 横浜市
磯子区内

要領第4条第1項
(別表第3-7)

71 スタンドアドサービス株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
富士見町13-22

19.1.11 19.4.10 ３か月 スタンドアドサービス㈱は、発注者
と請負契約を締結する日の１年７月前
の日の直後の営業年度終了の日以降の
経営事項審査を受けずに複数の公共工
事の入札に参加し、その一部を落札
し、請負契約を締結した。
このことが建設業法第28条第１項第

２号に該当するとして、北陸地方整備
局から平成18年11月28日に営業停止命
令を受けた。
したがって、同社が建設業法違反に

より監督処分を受けたことについて、
工事の契約の相手方として不適当であ
ると判断し指名停止を行った。

石川県始め 石川県内 要領第4条第1項
(別表第3-5)

70 株式会社魚住建設 北名古屋市
弥勒寺東3-189

18.12.19 19.2.18 ２か月 名古屋簡易裁判所は平成18年９月14
日、㈱魚住建設敷地内の資材置き場
で、家屋解体などで出た木板などを許
可無く焼却したとして、同社及びその
使用人に対して、廃棄物処理法違反で
略式命令を行った。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱魚住建設に対して指名停止を
行った。

　― 北名古屋市内 要領第4条第1項
(別表第3-7）

69 奥アンツーカ株式会社
中部支店

西春日井郡春日町
下之郷中沼54-3

18.12.19 19.4.18 ４か月 福岡県北九州市が発注したテニス
コート整備工事の入札において、競売
入札妨害（談合）があったとして、平
成１８年１２月５日、奥アンツーカ㈱
の九州支店営業課長が同容疑により福
岡県警に逮捕された。
このため、本県の入札参加資格を有

する奥アンツーカ㈱中部支店に対して
指名停止を行った。

福岡県
北九州市

福岡県
北九州市内

要領第4条第1項
(別表第3-3)

67 株式会社加藤工務店 瀬戸市
中水野町2-679

18.12.12 18.12.25 ２週間 名古屋東部丘陵工事事務所発注の｢道
路改良工事(塩草地区その１)｣におい
て、舗装板の破砕工事中、現場確認の
ためﾊﾞｯｸﾎｳの作業半径内に入った現場
代理人の足に当該重機のﾊﾞｹｯﾄが当た
り、右足甲を損傷したものである。
本事故は、平成18年12月４日開催の

愛知県建設部建設工事事故調査委員会
において、安全管理の措置に不適切な
面があったと判断されたことから、㈱
加藤工務店について指名停止を行っ
た。
併せて、一次下請業者である㈱寺沢

建設についても指名停止を行った。

愛知県
名古屋東部丘陵
工事事務所

瀬戸市
塩草町地内

要領第4条第1項
(別表第1-7)

68 寺沢建設株式会社 知多郡美浜町
北方2-5

同上 同上 同上 同上 同上 同上 要領第5条第1項
(別表第1-7)
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66 株式会社鴻池組
名古屋支店

名古屋市中区
錦2-19-1

18.12.5 19.4.4 ４か月 名古屋市発注の第２次当知雨水幹線
下水道築造工事の入札で談合していた
として、名古屋地検特捜部は平成18年
11月29日、㈱鴻池組の名古屋支店副支
店長及び同支店営業部長を競売入札妨
害（談合）の疑いで逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有

する㈱鴻池組名古屋支店に対して指名
停止を行った。

名古屋市 名古屋市内 要領第4条第1項
（別表第3-3）

65 ヤマト設計株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
則武1-3-8

18.11.21 19.5.20 ６か月 宮崎県宮崎土木事務所が発注した県道
鰐塚山田野停車場線の災害復旧工事の
設計業務委託の入札において競売入札
妨害があったとして、平成18年11月16日、
同県土木部長、同次長及び同道路保全課
長並びにヤマト設計㈱の代表取締役及び
元宮崎支店長らが同容疑により宮崎県警
に逮捕された。
このため、本県の入札参加資格を有す
るヤマト設計㈱名古屋支店に対して指名
停止を行った。

宮崎県
宮崎土木事務所

宮崎県
宮崎市

要領第4条第1項
（別表第3-3）

64 株式会社竹中工務店
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-18-22

18.11.21 19.3.20 ４か月 新潟市が発注した建築工事において、
独占禁止法第３条違反があったとして平
成16年７月28日に排除勧告を、同年９月
17日に審判開始決定を受けていた㈱竹中
工務店から、同意審決を受けたい旨の申
し出があり、これに対し公正取引委員会は
平成18年11月７日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱竹中工務店名古屋支店に対して指名
停止を行った。

新潟市 新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

63 株式会社間組
名古屋支店

名古屋市中区
錦2-4-16

18.10.17 19.4.16 ６か月 和歌山県発注のトンネル工事の入札に
絡み、競売入札妨害があったとして、平成
18年10月12日に同県出納長及び㈱間組
（呼称ハザマ）の取締役常務執行役員の
ほか同社の社員２名が同容疑により逮捕
されたため、本県の入札参加資格を有す
る㈱間組名古屋支店に対して、平成18年
10月17日から７か月間の指名停止措置を
実施したところであるが、大阪地検特捜部
は、平成18年11月１日、同社非常勤顧問
を除く取締役常務執行役員と和歌山営業
所長を処分保留で釈放した。
このため、㈱間組名古屋支店に対して、
愛知県建設工事等指名停止取扱要領第
６条第５項により指名停止期間の変更を
行った。

和歌山県 和歌山県
和歌山市

要領第6条第5項

62 安藤建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
丸の内1-8-20

18.11.13 19.5.12 ６か月 大阪府豊能町が発注した町立東能勢中
学校南館改築工事の監理委託業務にお
いて、競売入札妨害があったとして、平成
18年11月５日、同町助役、同町町会議員
及び安藤建設㈱の大阪支店営業課長代
理らが同容疑により大阪府警捜査２課に
逮捕された。
このため、本県の入札参加資格を有す
る安藤建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

大阪府
豊能町

大阪府
豊能町

要領第4条第1項
(別表第3-3)

59 株式会社大林組
名古屋支店

名古屋市東区
東桜1-10-19

18.11.13 19.5.12 ６か月 　名古屋市発注の服部南部準幹線下水道
築造工事の入札で談合していたとして、名
古屋地検特捜部は平成18年11月８日、㈱
大林組の元顧問ら５名を競売入札妨害
（談合）の疑いで逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱大林組名古屋支店始め３社に対して
指名停止を行った。

名古屋市 名古屋市内 要領第4条第1項
(別表第3-3）

60 株式会社新井組
名古屋支店

名古屋市東区
筒井3-4-12

同上 19.3.12 ４か月 同上 同上 同上 同上

61 株式会社地崎工業
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-3-4

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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57 株式会社大林組
名古屋支店

名古屋市東区
東桜1-10-19

18.11.7 19.6.6 ７か月 和歌山県が発注したトンネル工事におい
て、競売入札妨害があったとして、平成18
年11月１日に、㈱大林組顧問及び東急建
設㈱大阪支店副支店長が同容疑により逮
捕を経ずに大阪地検特捜部に起訴され
た。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱大林組名古屋支店及び東急建設㈱
名古屋支店に対して指名停止を行った。

和歌山県 和歌山県
和歌山市

要領第4条第1項
(別表第3-3)

58 東急建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
丸の内2-17-18

同上 19.5.6 ６か月 同上 同上 同上 同上

56 中外設備工業株式会社 岡崎市
戸崎町字原山20

18.11.7 19.1.6 ２か月 岡崎市が発注した配水管布設替工事に
おいて、中外設備工業㈱が配置した主任
技術者は、建設業法第７条に規定する営
業所の専任技術者であったが、同工事の
主任技術者として業務に当たり、営業所
の専任技術者として営業所に常勤してい
なかった。このことが建設業法第28条第１
項本文に該当するとして、愛知県知事は
平成18年11月２日に同社に対し指示処分
を行った。
したがって、同社が建設業法違反により
指示処分を受けたことについて、工事の
契約の相手方として不適当であると判断
し指名停止を行った。

岡崎市 岡崎市
矢作町地内

要領第4条第1項
(別表第3-6)

55 新日空サービス株式会社
名古屋営業所

名古屋市中村区
名駅南1-24-30

18.11.7 19.4.6 ５か月 東京大学医学部付属病院が発注した空
調設備保全工事において、競売入札妨害
（偽計）があったとして、平成18年11月１
日、同病院事務部管理課職員及び新日空
サービス㈱の社員らが同容疑により警視
庁捜査二課に逮捕された。
このため、本県の入札参加資格を有す
る新日空サービス㈱名古屋営業所に対し
て指名停止を行った。

東京大学医学部
付属病院

東京都
文京区

要領第４条第１項
(別表第3-3)

54 株式会社間組
名古屋支店

名古屋市中区
錦2-4-16

18.10.17 19.5.16 ７か月 和歌山県が発注したトンネル工事におい
て競売入札妨害があったとして、平成18
年10月12日、同県出納長及び㈱間組（呼
称ハザマ）の取締役常務執行役員のほか
同社の社員２名が同容疑により大阪地検
特捜部に逮捕された。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱間組名古屋支店に対して指名停止を
行った。

和歌山県 和歌山県
和歌山市

要領第4条第1項
(別表第3-3)

53 鉄建建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅1-1-4

18.10.17 18.12.16 ２か月 松山西署は平成18年９月25日、コンク
リート片を温泉施設敷地に不法投棄したと
して、鉄建建設㈱四国支店北条作業所所
長ら３名を廃棄物処理法違反容疑で逮捕
した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る鉄建建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

― 愛媛県
松山市内

要領第4条第1項
(別表第3-7)

52 株式会社クボタ
中部支社

名古屋市中村区
名駅3-22-8

18.10.11 19.4.10 ６か月 東京都が発注した下水道ポンプ設備工
事において、独占禁止法第３条違反が
あったとして平成16年３月30日に排除勧
告を、同年５月12日に審判開始決定を受
けていた㈱クボタから、同意審決を受けた
い旨の申し出があり、これに対し公正取引
委員会は平成18年10月２日に審決を行っ
た。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱クボタ中部支社に対して指名停止を
行った。

東京都 東京都内 要領第4条第1項
(別表第3-1)

51 東急建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
丸の内2-17-18

18.9.27 19.1.26 ４か月 　福島県発注の流域下水道整備工事の入
札で談合していたとして、東京地検特捜部
は平成18年９月25日、東急建設㈱東北支
店元副支店長を競売入札妨害（談合）容
疑で逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る東急建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

福島県 宮城県
仙台市内

要領第4条第1項
(別表第3-3)

50 大和工商リース株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
大須4-10-32

18.9.20 18.10.19 １か月 　静岡県警捜査二課と静岡中央署は、平
成18年８月31日に静岡市が発注したプレ
ハブハウスの借り上げ契約に絡み、大和
工商リース㈱に便宜を図る見返りに電化
製品を受け取ったとして、同市担当者を収
賄容疑で、同社静岡支店営業課長を贈賄
容疑で逮捕した。
　したがって、同社の社員が逮捕されたこ
とは、工事の請負契約の相手方として不
適当であると判断し指名停止を行った。

静岡県
静岡市

静岡県
静岡市地内

要領第4条第1項
(別表2-3-ﾛ)



平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在

番 発 注 者

指名停止業者名 所  在  地 指 名 停 止 の 理 由 又は 発生場所 要領適用条項

号 自 至 (月数) 発注機関

指名停止の期間

49 前田建設工業株式会社
中部支店

名古屋市中区
栄5-25-25

18.9.20 18.11.19 ２か月 横浜海上保安部は平成18年９月８日、
前田建設工業㈱がし尿を横浜港に不法投
棄したとして、同社横浜支店横浜山の内
作業所統括所長らを廃棄物処理法違反容
疑で逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る前田建設工業㈱中部支店に対して指名
停止を行った。

― 神奈川県
横浜市地内

要領第4条第1項
(別表第3-7)

48 株式会社酒伊組 蒲郡市
港町14-24

18.9.20 18.11.19 ２か月 東三河建設事務所発注の「連続立体交
差工事（臨公）（１号工）」において、防音壁
撤去のため、支柱を地中から引き抜く際
に、同支柱に付着した土を大ハンマーで
振動を与え振り落とす作業をしていたとこ
ろ、支柱（Ｈ鋼）を吊っていたクランプ（吊り
金具）が外れ、補助作業員である被害者
の頭部に支柱が当たったものである。
本事故は、平成18年９月11日開催の愛
知県建設部建設工事事故調査委員会に
おいて、安全管理の措置に不適切な面が
あったと判断されたことから、㈱酒伊組に
ついて指名停止を行った。

愛知県
東三河建設事務所

蒲郡市
府相町
端廻地内

要領第4条第1項
(別表第1-7)

44 株式会社荏原製作所
中部支社

名古屋市中区
栄3-7-20

18.9.20 19.2.19 ５か月 旧首都高速道路公団が発注するトンネ
ル換気設備工事の入札において、独占禁
止法違反があったとして、平成18年９月８
日に公正取引委員会は株式会社荏原製
作所始め４社に対して課徴金納付命令を
行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱荏原製作所中部支社始め４社に対し
て指名停止を行った。

旧首都高速道路
公団

東京都港区
地内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

45 株式会社日立製作所
中部支社

名古屋市中区
栄3-17-12

同上 19.1.19 ４か月 同上 同上 同上 同上

46 川崎重工業株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅1-1-4

同上 19.1.4 3.5か月 同上 同上 同上 同上

47 石川島播磨重工業株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅3-28-12

同上 18.11.19 ２か月 同上 同上 同上 同上

43 五洋建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦3-2-1

18.8.29 18.12.28 ４か月 新潟市が発注した下水道推進工事及び
建築工事において、独占禁止法第３条違
反があったとして平成16年７月28日に排
除勧告を、同年９月17日に審判開始決定
を受けていた五洋建設㈱から、同意審決
を受けたい旨の申し出があり、これに対し
公正取引委員会は平成18年８月18日に審
決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る五洋建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

42 株式会社守谷商会
名古屋支店

名古屋市中区
栄3-1-1

18.8.22 18.10.21 ２か月 ㈱守谷商会は、名古屋支店他複数の営
業所において、建設業法第７条第２項及
び第15条第２項の規定により設置が義務
づけられている営業所の専任技術者が、
愛知県農林水産部が発注した緊急農地
防災事業飛島地区機械類その１工事等の
同法第26条第３項に規定より工事現場ご
とに専任して設置しなければならない監理
技術者等として従事していた。
このため営業所の専任技術者が、その営
業所に常勤して専らその職務に従事すべ
きところ、一定期間、専任していると認め
難い状態にあった。
以上のことが、建設業法第28条第１項本
文に該当するとして、平成18年８月４日に
関東地方整備局長は㈱守谷商会に対し
指示処分を行った。
従って、㈱守谷商会が建設業法違反に
より指示処分を受けたことは、工事の請負
契約の相手方として不適当であると判断
し指名停止を行った。

　　― 名古屋市他 要領第4条第1項
(別表第3-6)



平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在

番 発 注 者

指名停止業者名 所  在  地 指 名 停 止 の 理 由 又は 発生場所 要領適用条項

号 自 至 (月数) 発注機関

指名停止の期間

40 株式会社クリエイティブ中央解体
土木

岡崎市
岡町
字南屋敷17-1

18.8.22 18.10.21 ２か月 　平成18年８月18日に愛知県知事は以下
のことが、建設業法第28条第１項本文に
該当するとして、㈱クリエイティブ中央解体
土木に対し指示処分を行った。
　（１）オービック発注の「稲熊造成工事」に
おいて、配置した専任を求められる主任技
術者を他の工事に配置するなど、専任の
主任技術者又は監理技術者を配置する
必要のある７つの工事において、主任技
術者又は監理技術者技術者が一定期間
当該工事現場に専任していると認め難い
状態にあった。このことが建設業法第26条
第３項に違反したものである。
　（２）同社は同法第３条第１項第２号に規
定する特定建設業の許可を有していない
にもかかわらず、元請業者として総額３千
万円以上の下請契約を締結していた。こ
のことが同法第16条に違反したものであ
る。
　したがって、同社が同法違反により指示
処分を受けたことは工事の請負契約の相
手方として不適当であると判断し指名停
止を行った。

オービック他 岡崎市地内
他

要領第4条第1項
(別表第3-6)

41 柴田興業株式会社 岡崎市
美合町
字五本松2-1

18.8.22 18.10.21 ２か月 　柴田興業㈱は、建設業法第３条第１項
第２号に規定する特定建設業の許可を得
ていない㈱クリエイティブ中央解体土木か
ら平成17年３月に受注した工事において、
請負代金の額が３千万円以上の下請契
約を締結した。このことが同法第３条第１
項第２号の規定に違反し、同法第28条第
１項第７号に該当するとして、愛知県知事
から平成18年８月18日に指示処分を受け
た。
　したがって、同社が同法違反により指示
処分を受けたことは工事の請負契約の相
手方として不適当であると判断し指名停
止を行った。

㈱ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
中央解体土木

岡崎市地内 要領第4条第1項
(別表第3-6)

39 株式会社コミヤマ工業
中部支店

名古屋市中区
丸の内3-6-4

18.8.8 19.1.7 ５か月 国土交通省関東地方整備局、同東北地
方整備局及び同北陸地方整備局並びに
旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工
工事において、独占禁止法第３条違反が
あったとして平成17年９月29日に排除勧
告を、同年11月18日に審判開始決定を受
けていた㈱コミヤマ工業から、同意審決を
受けたい旨の申し出があり、これに対し公
正取引委員会は平成18年７月31日に審決
を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱コミヤマ工業中部支店に対して指名
停止を行った。

国土交通省
関東地方整備局、
同東北地方整備局
及び
同北陸地方整備局
並びに
旧日本道路公団

国土交通省
関東地方整備局、
同東北地方整備
局
及び
同北陸地方整備
局
管内他

要領第4条第1項
(別表第3-1)

38 りんかい日産建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅4-26-25

18.8.8 18.12.7 ４か月 新潟市が発注した下水道推進工事にお
いて、独占禁止法第３条違反があったとし
て平成16年７月28日に排除勧告を、同年
９月17日に審判開始決定を受けていたり
んかい日産建設㈱から、同意審決を受け
たい旨の申し出があり、これに対し公正取
引委員会は平成18年７月31日に審決を
行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
るりんかい日産建設㈱名古屋支店に対し
て指名停止を行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

37 鹿島建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
新栄町2-14

　大阪府貝塚市発注の雨水管敷設工事に
絡み、貝塚市議に対して行ったあっせん
利得処罰法違反（利益供与）容疑で、平成
18年７月４日に鹿島建設㈱関西支店の土
木工事部長及び現場事務所長が逮捕さ
れたことにより、本県の有資格業者である
鹿島建設株式会社名古屋支店に対して、
平成18年７月19日から２か月間の指名停
止措置を実施したところであるが、大阪地
方検察庁は、平成18年７月24日、同社関
西支店の土木工事部長及び現場事務所
長について不起訴処分の裁定を行った。
　このため、鹿島建設㈱名古屋支店に対
して指名停止の解除を行った。

大阪府
貝塚市

大阪府
貝塚市内

要領第6条第6項

36 株式会社環境工学コンサルタント
中部事務所

名古屋市中区
栄2-2-17

18.7.25 18.8.24 １か月 　福岡県警は平成18年６月27日、福岡県
苅田町発注のリサイクルセンター施設整
備実施計画・設計業務委託の入札に絡
み、同町町議に対する贈賄容疑で㈱環境
工学コンサルタントの元西日本営業部営
業支援室長を逮捕した。
  町議は、同町職員から設計金額を聞き
出し、その見返りに同社元西日本営業部
営業支援室長から現金数十万円を受け
取った疑いが持たれている。
 このため本県の入札参加資格を有する
㈱環境工学コンサルタント中部事務所に
対して指名停止を行った。

福岡県
苅田町

福岡県
苅田町地内

要領第4条第1項
(別表2-3-ロ)

指名停止の解除
18.7.27



平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在

番 発 注 者

指名停止業者名 所  在  地 指 名 停 止 の 理 由 又は 発生場所 要領適用条項
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35 宇野重工株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅4-25-17

18.7.25 18.12.24 ５か月 国土交通省関東地方整備局、同東北地
方整備局及び同北陸地方整備局並びに
旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工
工事において、独占禁止法第３条違反が
あったとして平成17年９月29日に排除勧
告を、同年11月18日に審判開始決定を受
けていた宇野重工㈱から、同意審決を受
けたい旨の申し出があり、これに対し公正
取引委員会は平成18年７月14日に審決を
行った。

国土交通省
関東地方整備局、
同東北地方整備局
及び
同北陸地方整備局
並びに
旧日本道路公団

国土交通省
関東地方整備局、
同東北地方整備
局
及び
同北陸地方整備
局
管内他

要領第4条第1項
(別表第3-1)

34 大有建設株式会社 名古屋市中区
金山5-14-2

18.7.11 19.1.10 ６か月 名古屋市土木局発注の舗装工事及び名
古屋市水道局等発注の道路掘削跡復旧
工事について、独占禁止法第３条違反で
公正取引委員会から排除勧告を受け、そ
の後応諾したため、平成10年３月27日か
ら平成10年６月26日まで３か月の指名停
止措置をしており、極めて悪質な事由があ
ると判断されるため、愛知県建設工事等
指名停止取扱要領第６条第５項により指
名停止期間の変更を行った。

瀬戸市 瀬戸市内 要領第4条第1項
､第6条第5項
(別表第3-3)

33 水谷建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中川区
四女子町1-22

18.7.19 18.9.18 ２か月 東京地検特捜部は平成18年７月８日、
水谷建設㈱が架空の土地売却損を計上し
て法人所得を隠したとして、同社代表取締
役を法人税法違反容疑で逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る水谷建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

― 三重県
桑名市内

要領第4条第1項
(別表第3-7)

32 鹿島建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
新栄町2-14

18.7.19 18.9.18 ２か月 大阪府警は平成18年７月４日、大阪府
貝塚市発注の雨水管敷設工事に絡み、貝
塚市議に対して行ったあっせん利得処罰
法違反（利益供与）容疑で鹿島建設㈱関
西支店の土木工事部長及び現場事務所
長を逮捕した。
同社土木工事部長らは同市議に依頼
し、同市発注の雨水管敷設工事の騒音を
抑える防音設備の建設工事を追加発注す
るように働きかけた謝礼として現金３百万
円を渡した疑いがもたれている。
このため、本県の入札参加資格を有す
る鹿島建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

大阪府
貝塚市

大阪府
貝塚市内

要領第4条第1項
(別表第3-7)

31 大有建設株式会社 名古屋市中区
金山5-14-2

18.7.11 18.11.10 ４か月 瀬戸市発注の下水道工事の入札で談合
していたとして、名古屋地検特捜部は平成
18年７月５日、大有建設㈱の営業担当者
を競売入札妨害罪で略式起訴した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る大有建設㈱に対して指名停止を行っ
た。

瀬戸市 瀬戸市内 要領第4条第1項
(別表第3-3)

29 青木あすなろ建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-17-13

18.7.11 18.11.10 ４か月 新潟市が発注した下水道推進工事及び
建築工事において、独占禁止法第３条違
反があったとして平成16年７月28日に排
除勧告を、同年９月17日に審判開始決定
を受けていた青木あすなろ建設㈱及び㈱
福田組から、同意審決を受けたい旨の申
し出があり、これに対し公正取引委員会は
平成18年７月４日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る青木あすなろ建設㈱名古屋支店及び㈱
福田組名古屋支店に対して指名停止を
行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

30 株式会社福田組
名古屋支店

名古屋市中村区
黄金通1-11

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

28 松下電器産業株式会社
中部支店

名古屋市東区
泉1-23-30

18.6.20 18.12.19 ６か月 警視庁が発注した集中制御式交通信号
機等新設工事及び交通弱者感応化等工
事において、独占禁止法第３条違反が
あったとして平成15年２月20日に公正取
引委員会から排除勧告を受けたが、応諾
しなかったため、同年４月21日に審判開始
決定がなされ、その後平成18年３月８日に
審決を受けた。
このため、本県の入札参加資格を有す
る松下電器産業㈱中部支店に対して指名
停止を行った。

警視庁 東京都内 要領第4条第1項
(別表第3-1)



平成１８年度指名停止の運用状況一覧表 愛知県農林水産部

　　 平成19年3月20日 現在
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26 株木建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
熊野町3-3

18.6.20 18.10.19 ４か月 新潟市が発注した下水道推進工事及び
建築工事において、独占禁止法第３条違
反があったとして平成16年７月28日に排
除勧告を、同年９月17日に審判開始決定
を受けていた株木建設㈱及び清水建設㈱
から、同意審決を受けたい旨の申し出が
あり、これに対し公正取引委員会は平成
18年６月９日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る株木建設㈱名古屋支店及び清水建設
㈱名古屋支店に対して指名停止を行っ
た。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第４条第１項
(別表第3-1)

27 清水建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-3-7

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

25 株式会社大林組
名古屋支店

名古屋市東区
東桜1-10-19

18.6.13 18.10.12 ４か月 瀬戸市発注の下水道工事の入札で談合
していたとして、名古屋地検特捜部は平成
18年６月８日、㈱大林組名古屋支店副支
店長を競売入札妨害の疑いで逮捕した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱大林組名古屋支店に対して指名停止
を行った。

瀬戸市 瀬戸市内 要領第4条第1項
(別表第3-3)

14 株式会社クボタ
中部支社

名古屋市中村区
名駅3-22-8

18.5.30 18.12.29 ７か月 大阪府阪南市等が発注したし尿処理施
設建設工事の入札において、独占禁止法
違反があったとして、平成18年５月23日に
公正取引委員会は㈱クボタ始め11社を告
発した。
このため、本県の入札参加資格を有す
る㈱クボタ始め11社に対して指名停止を
行った。

大阪府
阪南市等

大阪府
阪南市内
始め

要領第4条第1項
(別表第3-1)

15 アタカ工業株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦2-15-22

同上 18.10.29 ５か月 同上 同上 同上 同上

16 栗田工業株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
錦1-5-11

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

17 株式会社荏原製作所
中部支社

名古屋市中区
栄3-7-20

同上 19. 1.29 ８か月 同上 同上 同上 同上

18 住友重機械工業株式会社
中部支社

名古屋市東区
東桜1-10-24

同上 18.10.29 ５か月 同上 同上 同上 同上

19 ＪＦＥエンジニアリング株式会社
名古屋支社

名古屋市中村区
名駅3-28-12

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

20 株式会社西原環境テクノロジー
中部支店

名古屋市東区
葵3-22-5

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

21 三菱重工業株式会社
中部支社

名古屋市中区
栄4-1-8

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

22 日立造船株式会社
中部支社

名古屋市中村区
名駅4-8-10

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

23 三井造船株式会社 東京都中央区
築地5-6-4

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

24 株式会社タクマ
中部支店

名古屋市中村区
名駅4-26-25

同上 18.12.29 ７か月 同上 同上 同上 同上

12 大成建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅1-1-4

18.5.30 18. 9.29  ４か月 　新潟市が発注した下水道推進工事及び
建築工事において、独占禁止法第３条違
反があったとして平成16年７月28日に排
除勧告を、同年９月17日に審判開始決定
を受けていた大成建設㈱及び前田建設工
業㈱から、同意審決を受けたい旨の申し
出があり、これに対し公正取引委員会は
平成18年５月22日に審決を行った。
　このため、本県の入札参加資格を有す
る大成建設㈱及び前田建設工業㈱に対し
て指名停止を行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市

要領第4条第1項
(別表第3-1)

13 前田建設工業株式会社
中部支店

名古屋市中区
栄5-25-25

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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8 名工建設株式会社 名古屋市中村区
名駅1-1-4

18.5.23 18.9.22 ４か月 瀬戸市発注の下水道工事の入札で談合
していたとして、名古屋地検特捜部は平成
18年５月17日、名工建設㈱始め４社の役
員及び営業担当者ら４名を競売入札妨害
の疑いで逮捕した。このため、本県の入札
参加資格を有する名工建設㈱始め４社に
対して指名停止を行った。

瀬戸市 瀬戸市内 要領第4条第1項
(別表第3-3)

9 中部土木株式会社 名古屋市名東区
社台3-125

同上 18.11.22 ６か月 同上 同上 同上 同上

10 株式会社永井組 瀬戸市
西本町1-9

同上 18.12.22 ７か月 同上 同上 同上 同上

11 沢田建設株式会社 瀬戸市
共栄通7-16

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

7 東綱橋梁株式会社
名古屋営業所

名古屋市中区
栄1-14-15

18.5.23 18.10.22 ５か月 国土交通省関東地方整備局、同東北地
方整備局及び同北陸地方整備局並びに
旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工
工事において、独占禁止法第３条違反が
あったとして平成17年９月29日に排除勧
告を、同年11月18日に審判開始決定を受
けていた東綱橋梁㈱から、同意審決を受
けたい旨の申し出があり、これに対し公正
取引委員会は平成18年５月15日に審決を
行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る東綱橋梁㈱名古屋営業所に対して指名
停止を行った。

国土交通省
関東地方整備局、
同東北地方整備局
及び
同北陸地方整備局

国土交通省
関東地方整備局、
同東北地方整備
局
及び
同北陸地方整備
局
管内他

要領第4条第1項
(別表第3-1)

4 鉄建建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅1-1-4

18.5.23 18.9.22 ４か月 新潟市が発注した下水道推進工事及び
建築工事において、独占禁止法第３条違
反があったとして平成16年７月28日に排
除勧告を、同年９月17日に審判開始決定
を受けていた鉄建建設㈱始め３社から、
同意審決を受けたい旨の申し出があり、こ
れに対し公正取引委員会は平成18年５月
15日に審決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る鉄建建設㈱始め３社に対して指名停止
を行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

5 東亜建設工業株式会社
名古屋支店

名古屋市中村区
名駅4-10-27

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

6 株式会社錢高組
名古屋支店

名古屋市中区
丸の内1-14-13

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

3 鹿島建設株式会社
名古屋支店

名古屋市中区
新栄町2-14

18.5.2 18.9.1 ４か月 新潟市が発注した下水道推進工事及び
建築工事において、独占禁止法第３条違
反があったとして平成16年７月28日に排
除勧告を、同年９月17日に審判開始決定
を受けていた鹿島建設㈱から、同意審決
を受けたい旨の申し出があり、これに対し
公正取引委員会は平成18年４月18日に審
決を行った。
このため、本県の入札参加資格を有す
る鹿島建設㈱名古屋支店に対して指名停
止を行った。

新潟県
新潟市

新潟県
新潟市内

要領第4条第1項
(別表第3-1)

1 株式会社富田組 田原市
大久保町黒河22-640

18. 4.25 18. 5.24 １か月 東三河建設事務所発注の「田原赤羽線
視距改良工事（臨交）」において、被害者
（42歳男性）が自転車（飲酒運転）で通過
したところ、施工者が路面切削した舗装ガ
ラを速やかに処分せずに放置し、堆積した
舗装ガラの上を一般の歩行者等が通行す
る状況で解放したため、舗装ガラにハンド
ルをとられて転倒し、全治２か月程度の中
傷を負ったものである。
本事故は、平成18年４月19日開催の愛
知県建設部建設工事事故調査委員会に
おいて、安全管理の措置に不適切な面が
あったと判断されたことから、㈱富田組に
ついて指名停止を行う。
併せて、一次下請業者である㈱ＮＩＰＰＯ
コーポレーション愛知支店についても指名
停止を行った。

愛知県
東三河建設事務所

田原市
大久保町
地内

要領第4条第1項
(別表第1-5)

2 株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション
愛知支店

名古屋市中区
栄1-7-33

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上


